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１  業 務 の 趣 旨 又 は 目 的  

税 ・ 公 金 の 口 座 振 替 に つ い て 、 納 付 者 等 が 市 及 び 金 融 機 関 等 の 窓

口 へ 出 向 く こ と な く 、 イ ン タ ー ネ ッ ト 上 の 外 部 受 付 サ イ ト を 利 用 し

て 、 パ ソ コ ン や ス マ ー ト フ ォ ン 等 か ら の 申 し 込 み を 可 能 と す る Ｗ ｅ

ｂ 口 座 振 替 受 付 サ ー ビ ス を 導 入 す る こ と で 、 納 付 者 等 の 利 便 性 及 び

口 座 振 替 加 入 率 の 向 上 を 図 る こ と を 目 的 と す る 。  

 

２  業 務 概 要  

 ⑴  業 務 名    柏 崎 市 Ｗ ｅ ｂ 口 座 振 替 受 付 サ ー ビ ス 導 入 業 務  

⑵  業 務 内 容   別 紙 仕 様 書 の と お り  

⑶  履 行 期 限   令 和 ７ （ ２ ０ ２ ５ ） 年 １ 月 １ ０ 日  

⑷  提 案 限 度 額  １ ，８ ９ ９ ，７ ０ ０ 円 (消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 を 含  

む ) ※ 導 入 の み に 係 る 経 費 （ ９ ⑷ ア に 係 る 経 費 ）  

 

３  参 加 資 格      

  本 プ ロ ポ ー ザ ル に 参 加 し よ う と す る 者 は 、 次 に 掲 げ る 全 て の 要 件

を 満 た し て い な け れ ば な ら な い 。  

 ⑴  地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 ２ ２ 年 政 令 第 １ ６ 号 ） 第 １ ６ ７ 条 の ４

の 規 定 に 該 当 す る 者 で な い こ と 。  

⑵  参 加 意 向 申 出 書 提 出 期 限 か ら 契 約 締 結 ま で の 間 に 柏 崎 市 建 設 工

事 請 負 業 者 等 指 名 停 止 措 置 要 領 及 び 柏 崎 市 物 品 調 達 に 係 る 業 者 等

指 名 停 止 措 置 要 領 の 規 定 に よ る 停 止 措 置 を 受 け て い な い こ と 。  

⑶  次 の ア か ら キ ま で の い ず れ に も 該 当 し な い 者 で あ る こ と 。  

 ア  暴 力 団（ 暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す る 法 律（ 平

成 ３ 年 法 律 第 ７ ７ 号 ） 第 ２ 条 第 ２ 号 に 規 定 す る 暴 力 団 を い う 。）

又 は 暴 力 団 員 （ 暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す る 法

律 第 ２ 条 第 ６ 号 に 規 定 す る 暴 力 団 員 を い う 。）が 経 営 に 実 質 的 に

関 与 し て い る と 認 め ら れ る 者  

イ  自 己 若 し く は 第 三 者 の 不 正 の 利 益 を 図 る 目 的 又 は 第 三 者 に  

損 害 を 加 え る 目 的 を も っ て 、 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 を 利 用 し て い

る と 認 め ら れ る 者  

ウ  暴 力 団 員 で あ る と 認 め ら れ る 者  
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エ  暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 に 対 し て 資 金 等 を 供 給 し 、 又 は 便 宜 を 供

与 す る 等 直 接 的 若 し く は 積 極 的 に 暴 力 団 の 維 持 若 し く は 運 営 に

協 力 し 、 又 は 関 与 し て い る と 認 め ら れ る 者  

オ  暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 と 社 会 的 に 非 難 さ れ る べ き 関 係 を 有 す  

る と 認 め ら れ る 者  

カ  法 人 で あ っ て 、 そ の 役 員 （ そ の 支 店 又 は 営 業 所 の 代 表 者 を 含

む 。キ に お い て 同 じ 。）が 、自 己 、自 社 若 し く は 第 三 者 の 不 正 の

利 益 を 図 る 目 的 又 は 第 三 者 に 損 害 を 加 え る 目 的 を も っ て 、 暴 力

団 又 は 暴 力 団 員 を 利 用 し て い る と 認 め ら れ る 者  

キ  法 人 で あ っ て 、 そ の 役 員 の う ち に ウ か ら オ ま で の い ず れ か に

該 当 す る 者 が あ る も の  

⑷  会 社 更 生 法 （ 平 成 １ ４ 年 法 律 第 １ ５ ４ 号 ） 又 は 同 法 に よ る 改 正

前 の 会 社 更 生 法 （ 昭 和 ２ ７ 年 法 律 第 １ ７ ２ 号 ） の 適 用 申 請 を し た

者 （ 更 生 計 画 の 認 可 を 受 け た 者 を 除 く 。） で な い こ と 。  

⑸  民 事 再 生 法 （ 平 成 １ １ 年 法 律 第 ２ ２ ５ 号 ） の 適 用 申 請 を し た 者

（ 再 生 計 画 の 認 可 を 受 け た 者 を 除 く 。） で な い こ と 。  

⑹  国 税 及 び 地 方 税 を 滞 納 し て い な い こ と 。  

⑺  本 プ ロ ポ ー ザ ル の 参 加 意 向 申 出 書 提 出 時 点 で 、 柏 崎 市 入 札 参 加

資 格 者 名 簿 （ 役 務 提 供 ・ 業 務 委 託 ） に お い て 、 業 種 が 「 コ ン ピ ュ

ー タ サ ー ビ ス 」の 、「 シ ス テ ム・プ ロ グ ラ ム 開 発 」又 は「 そ の 他 の

コ ン ピ ュ ー タ サ ー ビ ス 」 に 登 載 さ れ て い る こ と 。 た だ し 、 登 録 が

な い 者 に つ い て も 、 次 の 参 加 資 格 確 認 書 類 一 覧 表 に 掲 げ る 書 類 を

提 出 し た 上 で 、 本 プ ロ ポ ー ザ ル に 参 加 で き る こ と と す る 。  

 

参 加 資 格 確 認 書 類 一 覧 表  

提 出 書 類  個 人  法 人  備 考  

履 歴 事 項 全 部 証 明   ○  発 行 か ら ３ か 月 以 内  

本 籍 地 の 市 区 町 村 長 が 発 行 す る

身 分 証 明 書  

○   発 行 か ら ３ か 月 以 内  

財 務 諸 表 の 写 し ： 貸 借 対 照 表 及

び 損 益 計 算 書  

 ○  直 近 年 度 分  
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財 務 諸 表 の 写 し ： 青 色 申 告 書 ま

た は そ れ に 準 ず る も の （ 資 産 負

債 調 等 ）  

○   直 近 年 度 分  

法 人 税 の 納 税 証 明 書   ○  発 行 か ら ３ か 月 以 内  

消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 の 納 税 証

明 書  

○  ○  発 行 か ら ３ か 月 以 内  

所 得 税 の 納 税 証 明 書  ○   発 行 か ら ３ か 月 以 内  

柏 崎 市 の 納 税 ( 完 納 ) 証 明 書  ○  ○  ・ 発 行 か ら ３ か 月 以 内  

・ 本 市 に 納 税 義 務 が あ

る 場 合  

暴 力 団 の 排 除 に 関 す る 誓 約 書  ○  ○  別 記 第 １ 号 様 式  

⑻  プ ラ イ バ シ ー マ ー ク 及 び ISO27 0 0 1 の 認 証 を 取 得 し て い る 、 若

し く は 同 等 の 情 報 保 護 マ ネ ジ メ ン ト シ ス テ ム を 有 す る こ と 。

ISO27 0 0 1 に つ い て は 、本 業 務 を 実 施 す る 事 業 所 及 び デ ー タ セ ン タ

ー に お い て 認 証 を 取 得 し て い る こ と 。  

⑼  複 数 の 事 業 者 で 共 同 し て 参 加 し よ う と す る 場 合 、 す べ て の 事 業

者 が ⑴ か ら ⑻ ま で の 要 件 を 満 た し て い る こ と 。 な お 、 共 同 で 参 加

す る 事 業 者 は 、 単 独 及 び 他 事 業 者 と の 共 同 に よ る 参 加 は で き な い

こ と と す る 。  

 

４  担 当 部 署 及 び 問 合 せ 先  

  〒 ９ ４ ５ － ８ ５ １ １  

新 潟 県 柏 崎 市 日 石 町 ２ 番 １ 号  

柏 崎 市 財 務 部 税 務 課 証 明 管 理 係  

電 話 番 号  ０ ２ ５ ７ － ２ １ － ２ ２ ５ ０  

フ ァ ク ス 番 号  ０ ２ ５ ７ － ２ ２ － ５ ９ ０ ３  

メ ー ル ア ド レ ス  s h u n o k a n r i @ c i t y. k a s h i w a z a k i . l g . j p  

 

５  プ ロ ポ ー ザ ル 実 施 日 程  

内 容  実 施 日 又 は 期 限  

公 告  令 和 ６ （ ２ ０ ２ ４ ） 年 ４ 月 ２ ２ 日 （ 月 ）
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か ら ５ 月 ９ 日 （ 木 ） ま で  

質 問 書 の 提 出  令 和 ６ （ ２ ０ ２ ４ ） 年 ４ 月 ２ ２ 日 （ 月 ）

か ら ５ 月 １ 日 （ 水 ） 午 後 ４ 時 ま で  

質 問 に 対 す る 回 答  令 和 ６（ ２ ０ ２ ４ ）年 ５ 月 ７ 日（ 火 ）午

後 ５ 時 ま で  

参 加 意 向 申 出 書 等 の 提

出  

令 和 ６ （ ２ ０ ２ ４ ） 年 ４ 月 ２ ２ 日 （ 月 ）

か ら ５ 月 ９ 日 （ 木 ） 午 後 ４ 時 ま で  

参 加 資 格 審 査 の 結 果 通

知  

令 和 ６ （ ２ ０ ２ ４ ） 年 ５ 月 １ ３ 日 （ 月 ） 

（ 予 定 ）  

提 案 書 等 の 提 出  令 和 ６ （ ２ ０ ２ ４ ） 年 ５ 月 １ ７ 日 （ 金 ）

午 後 ４ 時 ま で  

提 案 書 等 の 審 査 及 び 評

価 ヒ ア リ ン グ 等  

令 和 ６ （ ２ ０ ２ ４ ） 年 ５ 月 ２ ３ 日 （ 木 ）

（ 予 定 ）  

審 査 結 果 の 通 知  令 和 ６ （ ２ ０ ２ ４ ） 年 ５ 月 ２ ８ 日 （ 火 ） 

（ 予 定 ）  

契 約 の 締 結  令 和 ６ （ ２ ０ ２ ４ ） 年 ６ 月 上 旬 （ 予 定 ） 

 

６  質 問 及 び 回 答  

 ⑴  質 問 書 の 提 出  

  ア  提 出 期 限  令 和 ６ （ ２ ０ ２ ４ ） 年 ５ 月 １ 日 （ 水 ） 午 後 ４ 時  

  イ  提 出 方 法  提 出 期 限 必 着 と し 、 電 子 メ ー ル 、 フ ァ ク ス 又 は 郵

送 で 担 当 部 署 に 提 出 す る と と も に 電 話 に よ る 連 絡

を 要 す 。  

  ウ  提 出 様 式  指 定 様 式 （ 別 記 第 ２ 号 様 式 ） を 用 い る こ と 。  

⑵  質 問 に 対 す る 回 答  

   令 和 ６ （ ２ ０ ２ ４ ） 年 ５ 月 ７ 日 （ 火 ） 午 後 ５ 時 ま で に 質 問 者 に

回 答 す る と と も に 当 該 内 容 を ホ ー ム ペ ー ジ に 掲 載 す る 。  

 

７  参 加 意 向 申 出 書 等 の 提 出  

 ⑴  提 出 期 限  令 和 ６ （ ２ ０ ２ ４ ） 年 ５ 月 ９ 日 （ 木 ） 午 後 ４ 時  

⑵  提 出 書 類  
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  ア  参 加 意 向 申 出 書 兼 誓 約 書 （ 別 記 第 ３ 号 様 式 ）  

  イ  柏 崎 市 入 札 参 加 資 格 者 名 簿 に 登 載 さ れ て い な い 者 は 、 ３ ⑺ に

掲 げ る 書 類  

  ウ  プ ラ イ バ シ ー マ ー ク 及 び ISO270 0 1 の 認 証 取 得 を 証 す る 書 類 、

又 は 同 等 の 情 報 保 護 マ ネ ジ メ ン ト シ ス テ ム を 有 す る こ と を 証 す

る 書 類  

⑶  提 出 方 法  

  ア  持 参 す る 場 合  

    提 出 期 限 ま で （ 新 潟 県 柏 崎 市 の 休 日 を 定 め る 条 例 （ 平 成 元 年

条 例 第 ３ １ 号 ） 第 １ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 休 日 （ 以 下 「 休 日 」 と

い う 。）を 除 く 。）の 各 日 午 前 ８ 時 ３ ０ 分 か ら 午 後 ５ 時 １ ５ 分（ 最

終 日 は 午 後 ４ 時 ） ま で に 提 出 す る こ と 。  

  イ  郵 送 す る 場 合  

    提 出 期 限 必 着 と し 、 封 筒 の 表 面 に 「 柏 崎 市 Ｗ ｅ ｂ 口 座 振 替 受

付 サ ー ビ ス 導 入 業 務 公 募 型 プ ロ ポ ー ザ ル 参 加 意 向 申 出 書 等 在 中 」

と 朱 書 き す る こ と 。  

 

８  参 加 資 格 審 査 及 び 結 果 通 知  

  参 加 意 向 申 出 書 の 提 出 者 が 参 加 資 格 を 満 た し て い る か 確 認 し 、 確

認 結 果 を 提 出 者 全 員 に 通 知 す る 。 本 プ ロ ポ ー ザ ル へ の 参 加 が 認 め ら

れ た 者 に は 、 当 該 結 果 通 知 書 に 提 案 書 等 の 提 出 要 請 書 を 同 封 す る 。  

 

９  提 案 書 等 の 提 出  

 ⑴  提 出 書 類  

  ア  提 案 書 （ 任 意 様 式 ）  

  イ  業 務 実 績 表 （ 別 記 第 ４ 号 様 式 ）  

ウ  見 積 書 （ 任 意 様 式 ）  

エ  会 社 概 要 （ 任 意 様 式 ）  

⑵  提 出 部 数  正 本 １ 部 、 副 本 ５ 部  

⑶  提 案 書 の 作 成 方 法  

 ア  日 本 工 業 規 格 A４ 判 横 型 （ 一 部 Ａ ３ 判 折 込 使 用 可 ）、 横 書 き 、

長 辺 綴 じ 、 文 字 サ イ ズ は １ １ ポ イ ン ト 以 上 と し 、 ２ ０ ペ ー ジ 以
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内 を 目 安 と す る 。  

 イ  言 語 は 、 日 本 語 と し 、 通 貨 は 、 日 本 円 と す る 。  

 ウ  別 紙 業 務 仕 様 書 に 基 づ き 、 提 案 者 の ノ ウ ハ ウ 、 企 画 等 を 提 案

し 、 特 色 が 分 か り や す い も の と す る こ と 。 図 表 等 を 用 い る こ と

も 可 と す る 。  

 エ  任 意 様 式 で あ る が 、 表 紙 の み 指 定 様 式 と す る 。 ま た 、 提 案 内

容 の 要 点 が 分 か る よ う 、 以 下 の 項 目 の 順 番 に 沿 っ て 、 簡 潔 な 提

案 書 を 作 成 す る こ と 。  

 （ ア ）  シ ス テ ム 概 要  

（ イ ）  画 面 展 開  

（ ウ ）  入 力 作 業 の 簡 素 化  

（ エ ）  誤 入 力 を 防 ぐ 仕 組 み  

（ オ ）  分 か り や す い 仕 組 み  

（ カ ）  入 力 フ ォ ー ム の カ ス タ マ イ ズ  

（ キ ）  口 座 振 替 受 付 結 果 の 配 信 頻 度  

（ ク ）  口 座 振 替 受 付 結 果 の 確 認 方 法  

（ ケ ）  利 用 者 満 足 度 等 の 測 定 方 法  

（ コ ）  サ ポ ー ト 体 制  

（ サ ）  サ ー ビ ス 開 始 後 の 変 更 に 対 す る 柔 軟 性  

（ シ ）  そ の 他 （ ア ピ ー ル ポ イ ン ト 等 ）  

  オ  専 門 用 語 等 を 使 用 す る 場 合 、 平 易 な 用 語 に よ る 脚 注 を 付 記 す

る な ど の 対 応 を 行 い 、 評 価 者 が 特 段 の 専 門 的 知 識 を 有 し て い な

く て も 評 価 で き る 提 案 書 を 作 成 す る こ と 。  

 ⑷  見 積 書 の 作 成 方 法  

本 業 務 の 一 式 に つ い て 次 の 内 容 の 見 積 り を 提 出 す る こ と 。な お 、

消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 に 係 る 課 税 事 業 者 で あ る か 免 税 事 業 者 で

あ る か に 関 わ ら ず 、 見 積 金 額 に は 消 費 税 額 を 加 算 す る こ と 。  

ア  初 期 構 築 費  

初 期 設 定 費 、 外 部 Ａ Ｓ Ｐ 導 入 費 、 サ ー バ 等 の 環 境 構 築 費 、 通

信 接 続 試 験 費 、 研 修 費 な ど 、 シ ス テ ム 導 入 業 務 に 係 る 全 て の 費

用 の 合 計 金 額 及 び 積 算 内 訳 を 記 載 す る こ と 。  

な お 、 見 積 額 は ２ ⑷ の 提 案 限 度 額 を 超 え な い も の と し 、 提 案
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書 に 記 載 さ れ た 内 容 に つ い て は 、 見 積 額 に 追 加 費 用 を 伴 わ ず 実

施 す る 意 思 が あ る も の と す る 。  

イ  利 用 料 ・ 保 守 運 用 費 用  

別 紙 業 務 仕 様 書 に 基 づ き 、 従 量 単 価 や 月 額 及 び 年 額 （ １ ２ か

月 分 ） の 利 用 料 ・ 保 守 運 用 費 用 等 、 サ ー ビ ス 開 始 後 に 発 生 す る

全 て の 費 用 （ ラ ン ニ ン グ コ ス ト ） に つ い て 記 載 す る こ と 。  

ま た 、 サ ー ビ ス 開 始 後 に 以 下 の 変 更 が 生 じ た 場 合 に 発 生 す る

費 用 に つ い て も 記 載 す る こ と 。  

（ ア ）  対 象 金 融 機 関 の 変 更 （ 増 減 ）  

（ イ ）  取 扱 科 目 の 追 加  

（ ウ ）  申 込 受 付 サ イ ト 内 の レ イ ア ウ ト の 修 正 （ 文 章 や 入 力 項 目

の 追 加 ・ 削 除 ・ 編 集 な ど ）  

（ エ ）  口 座 振 替 受 付 結 果 の デ ー タ レ イ ア ウ ト の 変 更  

な お 、 提 示 す る 費 用 に つ い て 期 間 を 区 切 っ た 出 精 値 引 き は 認

め な い 。  

⑸  提 出 期 限  令 和 ６ （ ２ ０ ２ ４ ） 年 ５ 月 １ ７ 日 （ 金 ） 午 後 ４ 時  

⑹  提 出 方 法  

  次 の い ず れ か の 方 法 に よ り 提 出 期 限 ま で に 提 出 す る こ と 。  

  ア  持 参 す る 場 合  

    提 出 期 限 ま で（ 休 日 を 除 く 。）の 各 日 午 前 ８ 時 ３ ０ 分 か ら 午 後

５ 時 １ ５ 分 （ 最 終 日 は 午 後 ４ 時 ） ま で に 提 出 す る こ と 。  

  イ  郵 送 す る 場 合  

    提 出 期 限 必 着 と し 、 封 筒 の 表 面 に 「 柏 崎 市 Ｗ ｅ ｂ 口 座 振 替 受

付 サ ー ビ ス 導 入 業 務 公 募 型 プ ロ ポ ー ザ ル 提 案 書 等 在 中 」 と 朱 書

き す る こ と 。  

⑺  参 加 辞 退  

   参 加 意 向 申 出 書 提 出 後 、 辞 退 す る 場 合 は 、 辞 退 届 （ 任 意 ） を 提  

出 す る こ と 。  

 

１ ０  提 案 書 等 の 審 査 及 び 評 価  

  ⑴  審 査 体 制  

    提 出 さ れ た 提 案 書 等 の 審 査 及 び 評 価（ 以 下「 審 査 等 」と い う 。）
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は 、柏 崎 市 Ｗ ｅ ｂ 口 座 振 替 受 付 サ ー ビ ス 導 入 業 務 公 募 型 プ ロ ポ

ー ザ ル 選 定 委 員 会（ 以 下「 選 定 委 員 会 」と い う 。）に お い て 行 う 。  

  ⑵  審 査 方 法  

ア  審 査 は 、 プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン 及 び ヒ ア リ ン グ に よ り 構 成 す

る 。  

イ  審 査 は 、 Ｗ ｅ ｂ 会 議 サ ー ビ ス 「 Ｚ ｏ ｏ ｍ 」 に よ り 行 う 。 ラ

イ セ ン ス は 本 市 が 所 有 す る も の を 使 用 す る 。  

ウ  プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン は 、 １ 者 に つ き ４ ５ 分 （ 説 明 ３ ０ 分 以

内 、 質 疑 応 答 １ ５ 分 程 度 ） を 予 定 し 、 順 次 個 別 に 行 う 。  

エ  プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン に お い て は 、 Ｚ ｏ ｏ ｍ の 画 面 共 有 機 能

の 使 用 を 認 め る 。  

オ  プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン は 、 提 案 書 に 基 づ き 、 ９ ⑶ エ の 項 目 順

に 説 明 す る こ と 。 な お 、 ９ ⑶ エ （ イ ） ～ （ ク ） に つ い て は 、

デ モ ン ス ト レ ー シ ョ ン も 交 え な が ら 、 利 用 者 側 の 一 連 の 流 れ

（ 申 込 開 始 か ら 受 付 完 了 ま で ） 及 び 地 方 団 体 側 の 流 れ （ 口 座

振 替 受 付 結 果 の 配 信 か ら 確 認 方 法 ま で ）を 説 明 す る こ と と し 、

提 案 書 以 外 の 資 料 等 の 画 面 表 示 を 認 め る 。  

カ  プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン で は 、 会 社 概 要 、 業 務 実 績 表 、 見 積 書

に つ い て の 説 明 は 不 要 と す る 。  

キ  プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン に は 説 明 者 及 び 質 問 へ の 回 答 者 の み 参

加 で き る も の と す る 。  

ク  審 査 は 非 公 開 と し 、 審 査 の 経 過 等 に 係 る 問 い 合 わ せ に は 一

切 応 じ な い 。  

ケ  実 施 日 程（ 予 定 ）は 、令 和 ６（ ２ ０ ２ ４ ）年 ５ 月 ２ ３ 日（ 木 ）

頃 と す る 。 な お 、 実 施 時 間 は 参 加 資 格 審 査 結 果 と 併 せ て 通 知

す る 。  

コ  参 加 者 が １ 者 の 場 合 に お い て も 審 査 を 実 施 す る 。  

  ⑶  評 価 基 準  

    別 紙 評 価 基 準 の と お り  

  ⑷  評 価 方 法  

    選 定 委 員 会 の 各 委 員 が 別 紙 評 価 基 準 に 基 づ き 採 点 す る 。 各 委

員 の 採 点 結 果 の 合 計 を 、 事 業 者 ご と の 最 終 評 価 点 と す る 。  
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１ １  受 注 候 補 者 の 特 定  

   選 定 委 員 会 に お い て 、 審 査 等 を 実 施 し た 結 果 、 最 終 評 価 点 が 最

高 で あ る 者 を 受 注 候 補 者 と し て 特 定 す る 。 た だ し 、 本 プ ロ ポ ー ザ

ル に お け る 要 求 水 準 （ 得 点 率 ６ ０ パ ー セ ン ト ） を 満 た す 提 案 が な

か っ た 場 合 は 、 受 注 候 補 者 の 特 定 は 、 行 わ な い 。  

   最 終 評 価 点 が 最 高 で あ る 者 が 複 数 い る 場 合 は 、 見 積 額 が 最 も 低

い 価 格 で あ る 者 を 受 注 候 補 者 と す る 。  

 

１ ２  審 査 等 の 結 果 通 知  

   選 定 委 員 会 に お い て 、 提 案 書 等 の 審 査 等 を 行 っ た 結 果 は 、 全 提

案 者 に 通 知 す る 。  

 

１ ３  提 案 資 格 の 喪 失 等  

   提 案 書 等 の 提 出 を 求 め た 者 が そ の 後 、 次 に 掲 げ る い ず れ か に 該

当 す る こ と と な っ た 場 合 は 、 本 プ ロ ポ ー ザ ル の 参 加 資 格 を 失 う こ

と と な る 。 ま た 、 既 に 提 案 書 等 を 提 出 し て い る 場 合 に は 、 当 該 提

案 書 等 は 無 効 と す る 。  

  ⑴  ３ で 示 す 参 加 資 格 を 満 た さ な い こ と と な っ た 場 合  

⑵  提 出 し た 書 類 に 虚 偽 の 内 容 を 記 載 し た 場 合  

⑶  提 案 書 等 が 提 出 期 限 を 経 過 し て 提 出 さ れ た 場 合  

⑷  ９ ⑹ で 示 す 以 外 の 方 法 で 提 案 書 等 を 提 出 し た 場 合  

⑸  本 プ ロ ポ ー ザ ル の 関 係 者 に 故 意 に 接 触 を 求 め た 場 合  

⑹  本 プ ロ ポ ー ザ ル の 公 平 性 を 害 す る 行 為 が あ っ た 場 合  

 

１ ４  契 約 の 締 結  

  ⑴  契 約 書 を 取 り 交 わ す も の と し 、 受 注 候 補 者 と の 間 で 調 整 を 行

い 、 協 議 が 調 っ た 場 合 に 契 約 を 締 結 す る 。  

  ⑵  利 用 料 ・ 保 守 運 用 費 用 等 サ ー ビ ス の 利 用 に 係 る 契 約 は 、 受 注

者 と の 協 議 の う え 、 サ ー ビ ス 開 始 日 ま で に 締 結 す る 。  

  ⑶  契 約 締 結 に 要 す る 費 用 は 、 受 注 者 の 負 担 と す る 。  

  ⑷  契 約 保 証 金 は 、 免 除 す る 。  
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１ ５  そ の 他  

  ⑴  参 加 意 向 申 出 書 の ほ か 、本 プ ロ ポ ー ザ ル に 係 る 一 切 の 費 用 は 、

参 加 者 の 負 担 と す る 。  

⑵  提 出 さ れ た 書 類 及 び 提 案 書 等 は 、 返 却 し な い 。  

⑶  柏 崎 市 が 必 要 と 認 め る 場 合 は 、 提 出 さ れ た 提 案 書 等 を 無 償 で

使 用 で き る こ と と す る 。 た だ し 、 使 用 に 当 た っ て は 、 提 案 者 の

承 諾 を 得 る も の と す る 。  

⑷  参 加 者 が ２ 者 の 場 合 、 本 プ ロ ポ ー ザ ル 終 了 後 の 結 果 公 表 に お

い て 、 次 順 位 者 の 得 点 は 、 公 表 し な い 。  

⑸  提 出 を 要 請 し た 必 要 書 類 以 外 の も の は 、 一 切 受 理 し な い 。 ま

た 、 提 出 後 の 差 し 替 え 又 は 記 載 内 容 の 変 更 は 、 認 め な い 。  

⑹  こ の 公 告 に 定 め の な い 事 項 に つ い て は 、 新 潟 県 柏 崎 市 プ ロ ポ

ー ザ ル 方 式 実 施 取 扱 要 綱 、 新 潟 県 柏 崎 市 財 務 規 則 （ 平 成 １ ６ 年

規 則 第 ５ 号 ） 等 の 関 連 す る 法 令 、 規 則 及 び 通 知 の 定 め る と こ ろ

に よ る 。  

⑺  こ の 公 告 に 定 め る も の の ほ か は 、 選 定 委 員 会 に お い て 決 定 す

る 。  


